
 

 

 

 

令和元年１１月定例会 

宇土市教育委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇土市教育委員会 
 

 

 

 

 

 



１．日  時  令和元年１１月１１日（月）午前１０時００分開議 

 

２．場  所  宇土市教育委員会２階会議室 

 

３．出席委員  太田 耕幸教育長 近藤 修教育長代理  園田 寛子委員 

芥川 学委員  白井 正晴委員 

 

４．欠席委員  なし 

 

５．職務のために出席した者 

        教育部長  宮田 裕三   学校教育課長 田尻 清孝    

指導主事 太田黒 保宏   学校教育課課長補佐 岩﨑 広美 

生涯活動推進課長 湯野 淳也  文化課長 野田 恵美 

図書館長 舟田 武弘    給食センター所長 藤本 勲  

中央公民館長 久多見 さとみ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議事日程 

  １ 会議録署名委員の指名 

   ２ 会期の決定 

   ３ 議案第８６号 宇土市立幼稚園一時預かり保育条例の一部を改正する条例につ

いて 

     議案第８７号 宇土市立幼稚園一時預かり保育条例施行規則の一部を改正する 

            規則について 

     議案第８８号 宇土市立幼稚園運営規則の一部を改正する規則について 

     議案第８９号 宇土市入学準備祝金給付基金条例の一部を改正する条例につい

て 

     議案第９０号 令和元年度宇土市一般会計補正予算について 

 

   報告事項 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      令和元年１１月教育委員会定例会会議を開会いたします。 

      本日は，４人の委員全員が出席でありますので，この会議は成立

いたします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第１ 

太田教育長      本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

会議録署名委員に近藤委員・芥川委員を指名いたします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 



日程第２ 

太田教育長      本日の１１月教育委員会定例会の会期を１日とします。 

御異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

太田教育長      異議ないものと認めます。 

太田教育長      本日は，議案５件となっております。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

           日程第３ 

太田教育長      議案第８６号を議題といたします。本案について，学校教育課長 

から説明願います。 

 

学校教育課長     （提案理由説明） 

（質疑） 

白井委員       利用料の３００円と５５０円の根拠は何か。人件費から算出する

ともっと高くなるのではないか。 

岩﨑課長補佐     人件費から算出するとかなり高額となるため，利用時間で割り出

した。現在の平日の利用時間が２時間で１００円であり，今後は

６時間と延長されるため，３００円に増額した。長期休暇中も時

間から算出した。 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      議案第８７号を議題といたします。本案について，学校教育課長 

から説明願います。 

 

学校教育課長     （提案理由説明） 

 （質疑） 

園田委員       卒園児はいつまで利用が可能なのか，また，新入園児はいつから

利用が可能か。 

田尻課長       卒園児は３月３１日まで，新入園児は４月１日から利用が可能で

ある。 

白井委員       卒園児は４月１日からは学童に通うことはできるのか。 

岩﨑課長補佐     可能である。 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      議案第８８号を議題といたします。本案について，学校教育課長 

から説明願います。 



 

学校教育課長     （提案理由説明） 

 （質疑） 

白井委員       第２１条と第２２条を削除するのはなぜか。 

田尻課長       助教諭と講師は現在存在していないため削除する。用務員につい

ては，小中学校の管理運営規則について記載されていないため，

それに合わせて削除した。 

白井委員       講師はいないのか。用務員はどのような仕事をする等の要綱は別

にあるのか。各学校ごとに決めるのか。 

学校教育課長     用務員については，市の非常勤要綱がある。それに勤務等の定め

がある。一般の他の非常勤と同じようになる。 

白井委員       この前，学校訪問に行ったとき，用務員の出勤が，朝何時から何

時まで，夕方何時から何時までというような形で決めてあった。

勤務実態や仕事内容についての記載はないのか。宇城市は各学校

ごとで用務員の勤務時間や業務内容が異なっていた。各校長が決

めていいようにされていた。学校の地域性に合わせて，学校長が

決めるようにしてあった。宇土市はどうなのか。 

太田教育長      私が校長であったときは，用務員と業務について協議し，また，

勤務時間についても週２９時間という中で，どういう勤務体制に

するか協議しあい，行っていた。 

学校教育課長     現在も週２９時間以内で学校長と協議してやるようにしている。 

園田委員       用務員についての仕事の内容や勤務時間等の根拠となる要綱がな

いということは，どのような仕事をするのかをはっきりとしない

といけないと思う。 

太田教育長      細かい内容までは書いてない。各学校で調整されている。 

芥川委員       私が校長のときは，プリントを頂いて，学校長が読みあげて，内

容を確認していった。その後話し合いをして，仕事を頼んでいっ

た。 

宮田部長       各学校・幼稚園で環境が違うため，仕事内容に違いは出てくる。

任用通知の中で，園長・校長の命を受けてと記載されていれば，

用務員の仕事，勤務時間については学校長・園長で調整していい

と思う。 

白井委員       任用通知に記載されていて，確認があればいいと思う。 

近藤委員       議案第８７条，第８８条は第８６条の条例の可決がないとできな

いのか。１２月議会で条例改正をされるのであれば，可決できな

ければ，この規則も可決できないと思う。それについての文言は

記載しなくてもいいのか。 

田尻課長       例規での文言はいれない。条例が可決されなければ，規則も可決



できない。 

宮田部長       手続きとして，条例については，９月議会で上程し可決後，規則

改正すべきであった。幼稚園の新入園児の説明会もせまっており，

条例と一緒に規則を今回の議案として挙げた。 

太田教育長      議案第８６号の条例の可決に伴って，第８７号，第８８号の可決

となる。 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      議案第８９号を議題といたします。本案について，学校教育課長 

から説明願います。 

 

学校教育課長     （提案理由説明） 

 （質疑） 

近藤委員       市税が市町村税に変更になっているのはなぜか。 

宮田部長       １月１日の所在地で課税する。そのため，１月２日以降転入され

た住民は宇土市で課税されない。前住所地での課税となるため，

市町村税と変更した。 

太田教育長      １年間は住んでいないといけない条件があると思う。 

岩﨑課長補佐     ２月から３月の申請時に１年間住むことが条件である。 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      議案第９０号を議題といたします。本案について，学校教育課長 

から順次説明願います。 

 

（提案理由説明）  学校教育課長→生涯活動推進課長→文化課長 

（質疑） 

園田委員       教科書，指導書の配布数は学校規模に対して配布するのか。学校

の先生方が貸し借りをして指導していることを聞いた。非常に指

導しにくいと思う。学校からの要望をもって計上しているのか。

また，全国大会は学校教育課と生涯活動推進課の両方に予算が計

上されている。それぞれ計上するのはどうしてか。その他，文化

課と給食センターのエアコンは移設するのに１００万円以上は高

いと思う。 

学校教育課長     教科用図書は教育委員会で基準を定めて学校に要望を聞いた。基

準の数は小学校は各クラスに１セット各学年に予備を１セット，

中学校は教諭に１セット，各学校に要望をとった結果，総額が２

４００万円を超えた。２０００万円を超えると議会の議決が必要

となるため，真に必要なものを再度精査してもらい，朱刷りは必



要ということで，朱刷りに関しては，各先生方へ配布し，ＣＤ等

は複数人で使用が可能であるため，数量を削減した。 

園田委員       担任以外の特別教室の支援員の先生方にも配布してもらいたい。 

学校教育課長     赤刷りについては，支援員の先生方にも配布する。 

全国大会については，学校が関係する大会については，学校教育

課で予算を計上する。中体連大会などである。 

生涯活動推進課    中体連以外のものは生涯活動推進課で計上する。 

太田教育長      生涯活動推進課は大人の方の大会についての補助も入っている。 

文化課長       エアコンの移設について，１台は移設のみであるが，２台は全く

なかったところに配置するため，高くなる。 

給食センター所長   分電盤から電気をとり，室外機とダクトは新しく付け直している。 

芥川委員       いじめ防止等対策委員会が５回から１１回に変更した理由は何か。 

学校教育課長     当初，５回で計画をして，９月の補正予算で計上していたが，委

員から２回目以降，事務局は中に入らず，いじめ防止等対策委員

会の委員のみで進行していくということで，３回目から５回目ま

で学校の先生方や保護者の聞き取りを行い，それ以後も色々な話

し合い等を重ねるため，年度内は１１回くらい必要であるという

ことを委員の方から要望された。 

芥川委員       今年度中に終わるのか。 

学校教育課長     今年度中に終わることを念頭にされているが，場合によっては，

かなり時間がかかるかもしれないということも言われた。次年度

も１０回分の予算を計上している。 

太田教育長      １回につき２人ずつ聞き取りを３回行い，計６人の方の聞き取り

を行う予定であるようだ。 

近藤委員       宇土小学校のバスケットゴールの工事請負費が他の学校に比べて

高いのはなぜか。また，市民会館の大ホールプロセニアムスピー

カーの改修に伴う災害復旧債は新規か。 

学校教育課長     高所作業車を使うか，足場を組むかで見積り額が違ってくる。足

場を組む必要がある作業であり，その分高くなっている。 

文化課長       新規である。 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長    本日の日程は全て終了しましたので，令和元年１１月の定例教育委員

会員会を閉会します。 

          

― 閉会 ―（午前１１時５８分） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 



報告事項 

教育部長     ・１２月市議会定例会について 

         ・職員の交通安全 園児・児童・生徒の交通安全について 

学校教育課長   ・幼稚園の降園時間について（午後３時に統一） 

         ・宇土市いじめ防止基本方針（２月に改訂版作成予定） 

・学校における問題行動について 

         ・いじめについて 

生涯活動推進課長 ・差別張紙事案の発生について 

中央公民館長   ・中央公民館の新築工事着工（１１月２７日着工，令和２年８月完成予定） 

 

白井委員       花園小学校の渡り廊下がかなり錆びて危ないと思う。学校からの

要望はないのか。 

学校教育課長     何回か予算を計上したが，査定で落とされている。再度現地を見

て要求していく。 

 

   議事録署名 

         委員  近藤 修 

 

委員  芥川 学 


